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１ 目 的 

  和光市では、児童生徒に質の高い音楽体験を提供し、情操教育の充実を図るため、 

小中学校を対象としたオーケストラ鑑賞会を実施してきました。これまでの鑑賞会は、

外部の専門楽団による演奏を活用することで、教育的価値の高い公演を効率的かつ安定

的に実施してきました。 

児童生徒に安全で質の高い音楽鑑賞機会を継続して提供するため、専門性と実績を有

する楽団を選定する必要があります。そのため、内容・安全性・教育的効果等を審査し、

適切な事業者を選考することを目的として、公募を行います。 

 

２ 事業内容及び実施校 

⑴  委託名 

   和光市立小中学校オーケストラ鑑賞会楽団委託 

⑵ 業務内容 

別添「和光市立小中学校オーケストラ鑑賞会楽団委託プロポーザル仕様書」（以下、

「仕様書」という。）のとおり  

⑶  委託場所 

和光市民文化センター 大ホール （和光市広沢１番５号） 

⑷  委託期間 

令和８年１１月１９日 

⑸  委託料の見積限度額（年額） 

２，０００，０００円（税抜き） 

  ※この金額は契約額や予定価格を示すものではなく、委託業務の規模を示すものであ

ることに留意し、提案にあたっては上記金額を超えないこと。 

※当該業務契約に係る市の歳出予算について減額又は削減があった場合、契約の変更

又は解除することができるものとする。 

 

３ 参加資格・条件 

⑴  学校向け音楽鑑賞会の実施実績が３年以上あること。また、和光市立小中学校で実

施する規模と同等以上の公演実績を有すること。 

⑵  本市教育委員会が示す「仕様書」に基づく公演内容を、確実かつ安全に遂行できる

安定的・健全な経営基盤を有すること。 

⑶  契約時点で、和光市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２２年要綱第１

７号）に基づく指名停止措置を受けていないこと  

⑷  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

こと。 

⑸  会社更生法(平成１４年法律第１５４号)第17条に基づく更生手続き開始の申立て、

民事再生法(平成１１年法律第２２５号)第２１条に基づく再生手続き開始の申立て

又は、破産法(平成１６年法律第７５号)第１８条に基づく破産手続き開始の申立てが

なされていないこと。 

⑹  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第１項第２号の規定によるもの）、又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でな



くなった日から５年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。 

⑺  和光市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１８年要綱第２３

号）別表に規定する者でないこと。 

⑻  法人に関する国税及び地方税を滞納していないこと。 

⑼  音楽鑑賞会の実施に必要な体制が確立されていること。（例：出演者の教育・管理

体制、安全管理体制、緊急時対応、機材トラブル対応、主要スタッフ欠員時のバック

アップ体制など）。 

⑽  契約時に、市が認める学校向け音楽鑑賞会の実績を有する保証人を確保できること。 

 

４ 業務委託実施までのスケジュール（予定） 

⑴ 公募要領の配布 

  ア 配布期間  

令和８年６月１日（月）～令和８年６月３０日（火）までの間の市役所開庁日 

午前９時から午後５時まで 

  イ 配布場所 和光市役所４階 和光市教育委員会学校教育課 

    和光市ホームページからのダウンロードも可能 

⑵  質問の受付等 

  ア 受  付  電子メールにより提出 

  イ 受付期間  令和８年６月１日（月）～６月１２日（金） 

⑶  質問書回答 

   令和８年６月１９日（金）質問した事業者へ電子メールにより回答、和光市ホーム

ページにも公開 

⑷  公募申請書の締切り   

令和８年６月３０日（火）午後５時まで 

⑸  資格審査 

 令和８年７月３日（金）予定 

⑹  第１次選考（書類審査）   

令和８年７月１０日（金）予定 

⑺  第２次選考（プレゼンテーション及びヒアリング）  

令和８年７月１７日（金）予定 

⑻  優先事業者の決定・協議   

令和８年７月３１日（金）予定 

⑼  業務委託開始        

令和８年１１月１９日（木） 

 

５ 提出書類 

 提案書等の提出書類は、次のとおりとし、様式に定めのないものは、Ａ４判で任意の

書式とします。 

  ※正式な提案書等は１部とし、残りの提出部数はコピー可能 

  ※提出書類は各書類に見出しを付して、Ａ４フラットファイルで提出 

 



 

№ 書 類 名 提出部数 概  要 

１ 公募申請書 １部 様式１ 

２ 法人の概要 １８部 定款等会社の沿革、組織概要がわかる資料と

する。 

（企業PR用パンフレット等の添付可） 

３ 法人の決算書 １８部 申請日の属する年度の前２事業年度分 

４ 法人の登記簿謄本 １部 提出日前３ヶ月以内に発行されたもの 

５ 定款 １部 最新のもの 

６ 国税・地方税の納税証明

書 

１部 直近２か年において、国税および地方税に滞

納がないことを証明する書類 

７ 本業務に対する理念 １８部 児童生徒の音楽教育に対する考え方 

８ 企画提案書 １８部 鑑賞会の目的、プログラム構成、教育的配慮、

演出方針、進行案などを記載 

９ 出演者（ソリスト・指揮

者・楽団員）のプロフィ

ール 

１８部 経歴、専門分野、学校公演の経験、受賞歴な

ど 

10 出演者・スタッフの配置

計画書 

１８部 役割分担、人数、バックアップ体制、技術ス

タッフの配置など 

11 運営体制図 １８部 事業責任者、現場責任者、音響・照明担当、

安全管理担当などの組織図 

12 過去の実績一覧 １８部 実施年度、学校名、規模、編成、評価コメン

トなど 

13 見積書 １８部 演奏者費、技術費、運営費、交通費、機材費

などの内訳を明示 

 

６ 選考評価の基本方針（審査項目等） 

⑴ 団体の基本的事項等について 

  ア 会社・団体概要 

  イ 運営体制 

  ウ 経営理念 

⑵ 実績信頼性について 

ア 公演実績 

イ 信頼性 

⑶ 企画内容について 

ア プログラム構成 

イ 教育的工夫 

ウ 参加型要素 

エ 教育的工夫 

⑷ 演奏体制出演者について 



ア 演奏者の質 

イ 指揮者・ソリスト 

⑸ 価格提案姿勢について 

  ア 費用の妥当性 

  イ 本事業への積極性、独自提案 

 

７ 選考・契約方法等について 

⑴  事業者の選考等 

   本業務委託の事業候補者選定は、別に定める「和光市立小中学校オーケストラ鑑賞

会楽団委託事業者選考委員会」が定める項目・基準のもとに、本業務に最も適した提

案を行った事業者を選定する。 

  ア 第一次選定 

    選定委員会は、選定基準に基づき、提出された申請書類の内容を審査し、得点の

高い上位３者程度を第一次選定通過者として選定する。 

    なお、申請が３者未満の場合でも同様に、選定委員会による申請書類の内容審査

を行い、得点の高い数者を第一次選定通過者として選定する。 

  イ 第二次選定 

   選定委員会は、第二次選定として第一次選定通過者によるプレゼンテーション審

査を実施し、最も得点の高い者を事業候補者とする。第二次選定の実施日時、会場

などの詳細は、各選定通過者に別途通知する。 

 ウ 優先交渉権者 

   選考委員会の審査結果に基づき教育長が優先交渉権者を決定する。 

⑵  審査結果 

第１次審査及び第２次審査における選考結果は、該当事業者全員に通知する。 

また、第２次審査における選考結果は、市のホームページで公表する。 

⑶  仕様書の確定及び契約締結等 

  ア 仕様書等の確定の協議 

    市は、優先交渉権者と細目協議を行い、仕様書の内容を確定する。 

  イ 契約締結予定者の決定及び契約手続き 

    仕様書等の確定により、当該確定の協議を行った交渉権者を契約締結予定者とし、

当該契約締結予定者を市長が契約相手と認めたときは、契約を締結するものとする。 

⑷  次順位交渉権者との協議 

   次の場合は、次順位の交渉権者と交渉を行う。 

   ア 優先交渉権者が参加資格を有しなくなったとき。  

   イ 優先交渉権者が辞退の届出をしたとき。 

   ウ 優先交渉権者との協議が不調となったとき。 

⑸  その他 

   審査及び交渉権者との協議の結果、適切な事業者がないときは、再募集する場合が

ある。 

   また、選定等の結果については、異議を申し立てることはできない。 

 



８ 留意事項 

⑴  費用の負担 

   応募に関し必要な費用は、応募者の負担とする。 

⑵  提供した資料の取扱い 

 市が提供した資料等は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁ずる。また、

この検討の目的の範囲内であっても、市の承諾を得ることなく、第三者に対してこれ

を使用させ、又は内容を開示することを禁ずる。 

⑶  提出書類の変更の禁止 

   提出された書類の提出期限後における差し替え及び再提出は認めない。 

⑷  虚偽の記載をした場合 

   応募者が提出する書類に虚偽の記載をした場合は、応募を無効とする。 

⑸  提出書類の取扱い 

   提出された書類は返却しない。また、提出された書類は、事業者選考の実施に関す

る報告のため必要な場合を除き、事業者の許可を得なければ公表しない。 

 

⑹  著作権 

ア 事業者の決定までの間、提案書類の著作権は事業者に帰属する。 

ただし、市は、事業者選考実施に関する報告等のため、必要な場合には提案書類

の内容を無償で使用できるものとする。 

  イ 事業者の決定後、選考された提案書類の著作権は市に帰属し、選考されなかった

提案書類の著作権は応募者に帰属するものとする。 

 

９ 書類提出先・問い合わせ 

   和光市広沢１番５号 

   和光市教育委員会学校教育課（市役所４階） 

   電 話 ０４８－４６４－１１１１ 内線 ２４１１ 

   ＦＡＸ ０４８－４６４－７９０１ 

   電子メール h0200@city.wako.lg.jp 


